
 

 

は、年齢ごとに以下のように

なります。 

 (1) 60 歳以上 65 歳未満  

7,150円 → 7,186円（+36

円） 

 (2) 45 歳以上 60 歳未満  

8,330円 → 8,370円（+40

円） 

 (3) 30 歳以上 45 歳未満  

7,570円 → 7,605円（+35

円） 

 (4)  30 歳 未 満       

6,815円 → 6,850円（+35

円） 

２ 基本手当日額の最低額

の 引 き 上 げ              

2,000円 → 2,059円（+59

円） 

 

※ 基本手当日額の算定基

礎となる賃金日額の最高

額、最低額等については、

毎年度の平均給与額の変

動に応じて変更されてい

ますが、これにより変更さ

れた最低額が、最低賃金日

額（地域別最低賃金の全国

加重平均額に 20 を乗じて

７で除して得た額）を下回

る場合は、最低賃金日額を

最低額とすることとされ

ています（雇用保険法第 18

条第３項）。 

  令和２年８月１日以降

の基本手当日額の最低額

については、最低賃金日額

に、基本手当の給付率 80％

を乗じて計算されていま

す。 

（計算式） 

901 円（令和２年４月１日

時点での地域別最低賃金の

全国加重平均額）×20÷７×

0.8 

＝2,059円 

 

台風や秋雨前線の影響に

要注意！早めに防災対策

を講じておきましょう！ 

 
◆防災対策の見直しは８月

中に！ 

備蓄等の防災対策はでき

ていますか？ 

例年、９月は台風に加えて

秋雨前線などの影響で雨量

が増加する時期であり、土砂

災害や河川の増水などに注

意が必要です。今夏の大雨に

よる被害も念頭に、８月中

に、改めて自社の防災対策に

ついて見直しておきたいも

のです。 

 

◆企業が備蓄すべき物資 

企業における防災対策の

１つの目安として、東京都で

は、災害時に従業員が施設に

留まることができるよう、雇

用の形態を問わず事業所内

で勤務する全従業員につい

て、３日分の水、食料、その

他の必要物資（ヘルメット、

毛布、ビニールシート、簡易

トイレ、衛生用品、医療薬品、

携帯ラジオ、懐中電灯、乾電

池等）の備蓄を行うことが努

力義務とされています。 

都条例によると、水は１人

当たり１日３リットル（計９

リットル）、食料（アルファ

化米、クラッカー、乾パン、

カップ麺等）は１人当たり１

日３食（計９食）分を用意す

る必要がありますから、これ

を保管しておくスペースを確

保しておく必要もあります。

その際、備蓄品が障害物とな

るなど消防法等に違反するこ

とのないよう、注意しなけれ

ばなりません。また、企業が

所在する場所によっては、た

とえば浸水などにより必要な

時に使うことができなかった

ということのないよう、備蓄

品の保管場所の分散も検討し

ましょう。 

 

◆新型コロナウイルス対策

のための「＋α」 

加えて今年は、特に新型コ

ロナウイルス対策への準備も

必要です。十分な量のマスク

やアルコール消毒液、体温計

を、備蓄品にセットしておき

たいものです。すでに備えを

しているという企業でも、見

落としがちなポイントですか

ら、改めて自社の備蓄品を確

認してみてください。 

 

持参すれば健康保険証がな

くても利用できます。医療機

関や薬局は、マイナンバーカ

ードをかざした後、顔写真で

本人を確認します。また、医

療機関や薬局が 12 桁のマイ

ナンバーそのものを取り扱

うことはなく、マイナンバー

カードのＩＣチップ内の利

用者証明用電子証明書を利

用します。 

ただ、オンライン資格確認

が導入されていない医療機

関・薬局では、引き続き健康

保険証が必要です。 

 

◆事前に準備するもの 

① 申込者のマイナンバー

カード＋数字４桁の暗証

番号（パスワード） 

② マイナンバーカード読

取対応のスマートフォン

（またはＰＣ＋ＩＣカー

ドリーダー） 

③ 利用するブラウザ用の

マイナポータルアプリの

インストール 

 

 なお、マイナポータルのホ

ームページでは、パソコンの

場合とスマートフォンの場

合の利用申込方法の動画が

公開されることになってい

るようですが、８月 12 日現

在では「準備中」の表示にな

っています。 

【マイナポータル「マイナン

バーカードを健康保険証と

して利用できるようになり

ます！」】 

https://myna.go.jp/html/ho

kenshoriyou_top.html?fbcli

d=IwAR2jRv7ros5drqQWe

FXxg87T91cjFNTxGqwFlK

8u2lo1gTxnuV_FgR2RAto 
 

 

８月１日から雇用保険の

基本手当日額が変更にな

っています 

 
◆「基本手当日額」の変更 

雇用保険の基本手当日額

が、令和元年度の平均給与額

が平成 30 年度と比べて約

0.49％上昇したことおよび

最低賃金日額の適用に伴い

変更されています。なお、平

均給与額については、「毎月

勤労統計調査」による毎月決

まって支給する給与の平均

額（再集計値として公表され

ているもの）が用いられてい

ます。 

◆具体的な変更内容 

１ 基本手当日額の最高額

の引上げ 

  基本手当日額の最高額

マイナンバーカードの健

康保険証利用受付が始ま

りました 

 
 2021 年３月から、マイナ

ンバーカードが健康保険証

として利用できることにな

っていますが、その申込みが

始まりました。詳細はマイナ

ポータルのホームページに

掲載されていますが、概要は

以下のようなものです。 

 

◆メリットは？ 

① 就職・転職・引越をして

も健康保険証としてずっ

と使える 

② マイナポータルで特定

健診情報や薬剤情報・医療

費が見られる 

③ マイナポータルで確定

申告の医療費控除がカン

タンにできる（2021年分確

定申告から） 

④ 窓口への書類の持参が

不要になる 

 

◆使い方は？ 

医療機関や薬局でマイナ

ンバーカードをカードリー

ダーにかざすだけで使えま

す。オンライン資格確認が導

入されている医療機関・薬局

では、マイナンバーカードを
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